
第55期

定時株主総会
招集ご通知

株式会社ナフコ
証券コード：2790

開催情報

2024年６月27日（木曜日）
午前10時　受付開始 午前9時

福岡県北九州市小倉北区浅野二丁目14-2
リーガロイヤルホテル小倉
（4階 ロイヤルホール）

第１号議案　剰余金の処分の件
第２号議案　監査役３名選任の件
第３号議案　退任取締役に対し
　　　　　　退職慰労金贈呈の件

書面及びインターネットによる
議決権行使期限
2024年６月26日（水曜日）
午後６時まで

※裏表紙の「株主総会会場ご案内図」をご参照ください。

■ 株主の皆様へのお願い
株主総会におけるマスクの着用につきましては、政府の方針に従い個人の判断とさせていただきます。株主総会へご出席いただく場合
は、ご自身の体調をご確認のうえ、ご来場いただきますようお願い申し上げます。
また、書面・インターネットによる事前の議決権行使のご活用も宜しくお願い申し上げます。

日 時

場 所

決議
事項
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(証券コード 2790)
2024年６月５日

（電子提供措置の開始日 2024年６月４日）
株 主 各 位

福岡県北九州市小倉北区魚町二丁目６番10号

株 式 会 社 ナ フ コ
代表取締役社長 石 田 卓 巳

第55期定時株主総会招集ご通知
拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、当社第55期定時株主総会を下記により開催いたしますので、ご通知申し上げます。
本株主総会の招集に際しては電子提供措置をとっており、インターネット上の下記ウェブサイ

トに「第55期定時株主総会招集ご通知」として電子提供措置事項を掲載しております。
【当社ウェブサイト】
https://www.nafco.tv
（上記の当社ウェブサイトにアクセスいただき、「投資家の皆様へ」「株主総会関連資料」の
順に選択してご覧ください。）

また、上記のほか、インターネット上の下記ウェブサイトにも掲載しております。
【東京証券取引所ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）】
https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show

（上記の東証ウェブサイトにアクセスいただき、「銘柄名（会社名）」に「ナフコ」又は「コ
ード」に当社証券コード「2790」を入力・検索し、「基本情報」「縦覧書類/PR情報」を順に
選択して、「縦覧書類」にある「株主総会招集通知/株主総会資料」欄よりご覧ください。）

なお、当日のご出席に代えて、書面又はインターネット等により議決権を行使することができ
ますので、お手数ながら電子提供措置事項に掲載の株主総会参考書類をご検討の上、同封の議決
権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、2024年６月26日（水）午後６時までに議
決権をご行使くださいますようお願い申し上げます。

敬 具
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記
１．日 時 2024年６月27日（木曜日）午前10時
２．場 所 福岡県北九州市小倉北区浅野二丁目14-2

リーガロイヤルホテル小倉 ４階ロイヤルホール
３．目的事項
報告事項 第55期（2023年４月１日から2024年３月31日まで）事業報告の内容及び計

算書類の内容報告の件
決議事項
第１号議案 剰余金の処分の件
第２号議案 監査役３名選任の件
第３号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

以 上
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
◎当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申し上
げます。

◎電子提供措置事項に修正が生じた場合は、掲載している各ウェブサイトに修正内容を掲載させていただきま
す。

◎当日はノーネクタイの「クールビズ」スタイルにてご対応させていただきますので、軽装にてご出席ください
ますようお願い申し上げます。
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〈メ モ 欄〉
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４．議決権行使についてのご案内

当日ご出席による
議決権行使

当日ご出席の際は、お手数ながら
同封の議決権行使書用紙を会場受
付にご提出くださいますようお願
い申し上げます。

開催日時

2024年
６月27日(木)
午前10時

郵送（書面）による
議決権行使の場合

同封の議決権行使書用紙に議案に
対する賛否をご表示の上、行使期
限までに到着するようご返送くだ
さい。議決権行使書面において、
議案に賛否の表示がない場合は、
賛成の意思表示をされたものとし
て取り扱わせていただきます。

行使期限

2024年６月26日(水)
午後６時
到着分まで

電磁的方法
（インターネット等）
による議決権行使の場合

議決権行使ウェブサイト
(https://soukai.mizuho-tb.co.
jp/)にアクセスしていただき、画
面の案内に従って、議案に対する
賛否をご入力ください。

行使期限
2024年６月26日(水)

午後６時まで
５〜６頁の「インターネット等による議
決権行使のご案内」をご確認ください。

① 議決権行使書用紙と電磁的方法（インターネット等）により重複して議決権を行使された場合は、電磁的方
法（インターネット等）によるものを有効な議決権行使として取扱わせていただきます。

② 電磁的方法（インターネット等）により複数回にわたり議決権を行使された場合は、最後に行われたものを
有効な議決権行使として取扱わせていただきます。
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インターネット等による議決権行使のご案内

　インターネットによる議決権行使は、当社の指定す
る右記のアクセス手順によってのみ可能です。なお、
スマートフォンをご利用の方は同封の議決権行使書用
紙右片に記載された「スマートフォン用議決権行使ウ
ェブサイトログインＱＲコード」を読み取りいただく
ことにより、「議決権行使コード」及び「パスワード」
が入力不要でアクセスできます。

ご注意事項
●  株主様のインターネット利用環境や、ご利用の端末機種などに

よっては、ご利用いただけない場合もございます。
●  議決権行使ウェブサイトへのアクセスに際して発生する費用
（プロバイダー接続料金・通信料金等）は、すべて株主様のご
負担となります。

お問い合わせ先について
●  インターネットによる議決権行使で、パソコンの操作方法等が

ご不明の場合は、下記にお問い合わせください。

みずほ信託銀行 証券代行部
インターネットヘルプダイヤル

0120-768-524
（年末年始を除く 9：00～21：00）

機関投資家向け「議決権電子行使プラットフォーム」 の
利用について（機関投資家の皆様へ）
機関投資家の皆様は、株式会社ＩＣＪの運営する機関投資
家向け議決権電子行使プラットフォームをご利用いただく
ことが可能です。

2024年６月26日（水曜日）
午後６時まで

議決権行使期限

ＩＤ・パスワード入力する方法

議決権行使ウェブサイト
https://soukai.mizuho-tb.co.jp

アクセス手順について

みずほ信託　議決権行使サイト 検索

または

「スマート行使」による方法

1 ＱＲコードを読み取る

スマートフォンのＱＲコード読み取りアプリを起動
して、同封の議決権行使書用紙右片に記載された「ス
マートフォン用議決権行使ウェブサイトログインＱＲ
コード」を読み取り、ウェブブラウザを起動させる。

1 議決権行使ウェブサイトに
アクセス

2 ログイン

次へすすむをクリック。

3 各議案の賛否を選択

画面の案内に従って各議案の賛否を
選択。

〇〇〇〇〇〇〇の件〇〇〇〇〇〇〇の件

〇〇〇〇〇〇〇の件

〇〇〇〇〇〇〇の件

※「スマート行使」での議決権行使は1回に限ります。 

画面の案内に
従って

行使完了です。2 議決権行使方法を選ぶ

議決権行使ウェブサイト画面が開く
ので、議決権行使方法を選ぶ。

議決権行使書ウラ面に記載の｢議決権行使コー
ド」を入力し、｢次へ」をクリック。パスワード入力
画面が出ますので、議決権行使書ウラ面に記載
のパスワードを入力し、その後パスワードを変更
してください。

※｢議決権行使コード」及び「パスワード」は本書同封の「議決
権行使書」の左下に記載されております。 以

降
は
画
面
の
入
力
案
内
に
従
っ
て

賛
否
を
ご
入
力
く
だ
さ
い
。

「スマート行使」による
議決権行使後に行使内
容を修正したい場合は、
上記「ＩＤ・パスワード
を入力する方法」でご修
正いただきますようお
願い申しあげます。
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ＩＤ・パスワード入力する方法

議決権行使ウェブサイト
https://soukai.mizuho-tb.co.jp

アクセス手順について

みずほ信託　議決権行使サイト 検索

または

「スマート行使」による方法

1 ＱＲコードを読み取る

スマートフォンのＱＲコード読み取りアプリを起動
して、同封の議決権行使書用紙右片に記載された「ス
マートフォン用議決権行使ウェブサイトログインＱＲ
コード」を読み取り、ウェブブラウザを起動させる。

1 議決権行使ウェブサイトに
アクセス

2 ログイン

次へすすむをクリック。

3 各議案の賛否を選択

画面の案内に従って各議案の賛否を
選択。

〇〇〇〇〇〇〇の件〇〇〇〇〇〇〇の件

〇〇〇〇〇〇〇の件

〇〇〇〇〇〇〇の件

※「スマート行使」での議決権行使は1回に限ります。 

画面の案内に
従って

行使完了です。2 議決権行使方法を選ぶ

議決権行使ウェブサイト画面が開く
ので、議決権行使方法を選ぶ。

議決権行使書ウラ面に記載の｢議決権行使コー
ド」を入力し、｢次へ」をクリック。パスワード入力
画面が出ますので、議決権行使書ウラ面に記載
のパスワードを入力し、その後パスワードを変更
してください。

※｢議決権行使コード」及び「パスワード」は本書同封の「議決
権行使書」の左下に記載されております。 以

降
は
画
面
の
入
力
案
内
に
従
っ
て

賛
否
を
ご
入
力
く
だ
さ
い
。

「スマート行使」による
議決権行使後に行使内
容を修正したい場合は、
上記「ＩＤ・パスワード
を入力する方法」でご修
正いただきますようお
願い申しあげます。
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株主総会参考書類
議案及び参考事項

第１号議案 剰余金の処分の件
剰余金の処分につきましては、会社をとりまく環境が依然として厳しい折から、経営体

質の改善と今後の事業展開等を勘案し、内部留保にも意を用い、次の通りといたしたいと
存じます。内部留保金につきましては、企業価値向上の為の投資等に活用し、将来の事業
展開を通じて株主の皆様に還元させていただく所存です。

1． 期末配当に関する事項
第55期の期末配当につきましては、安定した配当を継続することを基本方針とし、経

営成績及び今後の事業展開を勘案いたしまして、以下の通りといたしたいと存じます。
① 配当財産の種類

金銭といたします。
② 株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式１株につき金29円といたしたいと存じます。
なお、この場合の配当総額は776,518,790円となります。

③ 剰余金の配当が効力を生じる日
2024年６月28日といたしたいと存じます。

2． 剰余金の処分に関する事項
① 増加する剰余金の項目及びその額

別途積立金 1,500,000,000円
② 減少する剰余金の項目及びその額

繰越利益剰余金 1,500,000,000円
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第２号議案 監査役３名選任の件
監査役３名は、本総会の終結の時をもって任期満了となりますので、監査役３名の選任

をお願いいたしたいと存じます。なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得てお
ります。
監査役候補者は、次の通りであります。

候補者
番 号 1 小こ 林ばやし

浩
こ う

一
い ち

（1962年５月25日生） 所有する当社の株式の数：４千株

再 任 略歴、地位及び重要な兼職の状況
1985年４月 株式会社深町家具店入社
1988年８月 当社入社 長門店営業主任
1997年８月 当社指宿店店長
2003年５月 当社事業推進部事業部長
2020年６月 当社監査役（現任）

候補者
番 号 2 藤ふ じ

井
い

晋
すすむ

（1977年８月16日生） 所有する当社の株式の数：−千株

再 任

社 外

独 立

略歴、地位及び重要な兼職の状況
2001年４月 三菱化学株式会社（現三菱ケミカル株式会社）入社
2002年３月 同社退職
2006年11月 司法修習生
2007年12月 弁護士登録（福岡県弁護士会）
2010年10月 藤井綜合法律事務所設立同事務所所長（現任）
2016年６月 当社監査役（現任）

社外監査役候補者とした理由
弁護士としての専門知識・経験を活かしてコンプライアンス経営の推進、取締役会・監査役会の意思決定の妥当性・適正性を確

保する為の助言・提言を期待した為であります。同氏は、2016年６月より当社の監査役に就任しており、その在任期間は本総会
終結の時をもって８年となります。

2024年05月22日 18時03分 $FOLDER; 9ページ （Tess 1.50(64) 20240402_01）



― 9 ―

候補者
番 号 3 小こ 島じ ま

智
と も

也
や

（1975年11月４日生） 所有する当社の株式の数：−千株

再 任

社 外

独 立

略歴、地位及び重要な兼職の状況
2000年10月 中央青山監査法人入所
2004年４月 公認会計士登録
2007年８月 あずざ監査法人入所
2012年８月 奥公認会計士事務所入所
2012年９月 税理士登録
2015年１月 税理士法人小島パートナーズ設立同事務所代表社員（現任）

小島公認会計士事務所設立同事務所代表（現任）
2021年６月 当社監査役（現任）
2023年12月 北九州監査法人設立同事務所代表社員（現任）

社外監査役候補者とした理由
公認会計士として長年の会計監査・税務業務を含めた幅広い会計知識と豊富な実務経験に基づき、独立かつ中立の立場から客観

的に監査意見を表明していただけると判断し、社外監査役として選任をお願いするものであります。同氏は、2021年６月より当
社の監査役に就任しており、その在任期間は本総会終結の時をもって３年となります。

（注）1． 各候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
2． 藤井晋氏及び小島智也氏は、社外監査役候補者であります。
3． 当社は、会社法第 430 条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結

し、被保険者が負担することになる法律上の損害賠償金及び争訟費用を当該保険契約により塡補す
ることとしております。各候補者は、当該保険契約の被保険者に含められることとなります。また、
当該保険契約は次回更新時においても同内容での更新を予定しております。

4． 当社は、社外監査役候補者である藤井晋氏及び小島智也氏との間で責任限定契約を締結しており、
両氏の再任が承認された場合、当社は両氏との間で当該責任限定契約を継続する予定であります。
なお、その契約内容の概要は次の通りであります。
(概要)
当会社は会社法第427条第１項の規定により、社外取締役との間に、同法第423条第１項の賠償責
任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令
の定める額とする。

5． 藤井晋氏及び小島智也氏は、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員の候補者であります。
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各取締役及び各監査役に期待する主な経験や知見等の一覧
各取締役及び各監査役が保有するスキル等のうち、主なもの最大５つに●印をつけております。

氏名 役職 企業経営 小売・
営業

商品開発
・物流 組織開発

法務・コ
ンプライ
アンス

財務・
会計

DX・IT・セ
キュリティ ESG

取
締
役

石田 卓巳 代表取締役
社長 ● ● ● ● ●

石田 佳子 取締役
副社長 ● ● ● ●

髙野 將光 取締役
副社長 ● ● ● ●

深町 圭司 常務
取締役 ● ● ● ●

髙瀬 俊雄 取締役 ● ● ●

馬渕 祐二 取締役 ● ● ●

末松 保幸 取締役 ● ● ●

小野 哲彦 取締役 ● ● ●

山田 泰弘 取締役 ● ● ●

山田 勲 取締役 ● ● ●

今井 朋晴 取締役 ● ● ●

北川 大二郎 取締役 ● ● ●

廣瀬 隆明 社外
取締役 ● ● ●

福田 義徳 社外
取締役 ● ●

監
査
役

小林 浩一 常勤
監査役 ● ● ●

藤井 晋 社外
監査役 ● ●

小島 智也 社外
監査役 ● ●
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第３号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件
取締役増本恒二氏は、本総会の終結を時をもって退任されますので、在任中の功労に報

いる為、当社における一定の基準に従い相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することと
し、その具体的な金額、贈呈の時期、方法等は取締役会にご一任願いたいと存じます。な
お、退任取締役に対する退職慰労金は、当社が決議した取締役の個人別の報酬等の内容に
ついての決定に関する方針に沿うものである為、相当であります。
退任取締役の略歴は、次の通りであります。

氏 名 略 歴

ますもと こうじ
増本 恒二

2007年６月 当社取締役 経営企画部長

2023年６月 当社取締役 経営企画部長兼経理部担当（現任）

以上

2024年05月22日 18時03分 $FOLDER; 12ページ （Tess 1.50(64) 20240402_01）



招
集
ご
通
知

株
主
総
会
参
考
書
類

事
業
報
告

計
算
書
類

監
査
報
告
書

― 12 ―

事 業 報 告

(自 2023年４月１日)至 2024年３月31日

1. 会社の現況に関する事項
(1) 事業の経過及び成果

当事業年度（2023年４月１日から2024年３月31日）におけるわが国経済は、新型コロナウイルス感染
症の５類移行に伴い、経済活動が正常化に向かいつつある中、依然としてエネルギー価格高騰や為替の急激
な変動など、先行き不透明な状況が続いております。
小売業界におきましては、電気代の高止まりや生活必需品などの物価上昇の影響、人件費等のコスト上昇

もあり、引き続き厳しい経営環境となっております。
このような環境の中、当社は各セグメントの強化に注力しつつ、プライベート・ブランド商品の拡充に努

め、消費者の皆様の生活をよりよくする商品、サービスの提供に取り組んでまいりました。
営業の概況としましては、節約志向の高まりによる買い控え、春先の天候不順及び秋以降の暖冬の影響な

ど厳しい状況下ではありましたが、ペット用品などが好調に推移しました。
また、店舗展開については、４店舗の新設、２店舗の閉鎖を行い、当事業年度末における店舗数は34府県

にわたり361店舗となりました。
これらの結果、売上高は1,921億16百万円（前期比5.0％減）、営業利益は51億64百万円（前期比44.0％

減）、経常利益は55億52百万円（前期比42.5％減）、当期純利益は31億7百万円（前期比44.9％減）となり
ました。
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商品部門別の売上状況につきましては、次の通りであります。

区分
第54期 第55期 前期比

(％)売上高
（百万円）

構成比
（％）

売上高
（百万円）

構成比
（％）

資 材 ・ DIY ・ 園 芸 用 品 93,742 46.3 87,688 45.6 93.5
生 活 用 品 51,228 25.3 49,599 25.8 96.8
家具・ホームファッション用品 39,567 19.6 36,502 19.0 92.3
そ の 他 17,720 8.8 18,325 9.6 103.4

合 計 202,259 100.0 192,116 100.0 95.0

(2) 資金調達の状況
特記する事項はありません。

(3) 設備投資の状況
当事業年度における設備投資の総額は64億34百万円で、その主なものは店舗の新設等に要したものであ

ります。

(4) 対処すべき課題
今後の見通しにつきましては、国際情勢不安の影響による物価高等に加え、他業態との競争激化、少子高

齢化の進行や人口減少などにより小売業を取り巻く環境は厳しいものと思われます。
当社といたしましては、「店はお客様のためにある」の原則を踏まえ、「人・商品・店舗」における他社と

の差別化を図りながら、業績の向上に努めていく所存であります。また、経営基盤のさらなる強化の為、新
規出店と既存店の増床改装を行っていく方針であります。
株主の皆様におかれましては、今後とも格別のご支援、ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。
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(5) 財産及び損益の状況の推移
(単位：百万円)

区 分
第 52 期 第 53 期 第 54 期 第 55 期

2021年３月期 2022年３月期 2023年３月期 2024年３月期

売 上 高 234,578 206,549 202,259 192,116

経 常 利 益 18,918 12,572 9,661 5,552

当 期 純 利 益 11,688 7,961 5,639 3,107
１ 株 当 た り
当 期 純 利 益 409円22銭 278円75銭 197円42銭 110円32銭

総 資 産 236,164 233,075 238,408 232,246

純 資 産 152,821 157,763 161,813 159,361
（注）第53期より「収益認識に関する会計基準」等を適用しており、第53期以降の財産及び損益の状況につい
ては、当該会計基準等を適用した後の数値を記載しています。
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(6) 重要な親会社及び子会社の状況
① 親会社との関係

該当事項はありません。
② 重要な子会社の状況

特記する事項はありません。
③ 事業年度末日における特定完全子会社の状況

特定完全子会社に該当する子会社はありません。

(7) 主要な事業内容
当社は、ホームセンター、家具・ホームファッション用品の販売を主業務とする専門店であります。

資材・DIY・園芸用品 大工道具、建築金物、ペイント、左官用品、園芸用品、水道用品、エクステリ
ア、木材・シェルフ、ルームアクセサリー、作業用品、グリーン、電材

生活用品 家庭用品、季節用品、収納用品、文具、日用品、調理家電、履物、食品、ヘル
ス＆ビューティー、アウトドア用品

家具・
ホームファッション用品

家具、フロアカバリング、カーテン、インテリア小物、照明、寝具、リフォー
ム、床材

その他 カー用品、乗り物、ペット用品、灯油他

(8) 主要な営業所
① 本社 福岡県北九州市小倉北区魚町二丁目６番10号
② 店舗 福岡県 74店舗 佐賀県 13店舗 大分県 16店舗

長崎県 24店舗 熊本県 27店舗 宮崎県 17店舗
鹿児島県 21店舗 山口県 26店舗 島根県 ９店舗
広島県 25店舗 鳥取県 ４店舗 岡山県 14店舗
香川県 ４店舗 徳島県 １店舗 兵庫県 18店舗
和歌山県 ４店舗 京都府 ３店舗 大阪府 ７店舗
奈良県 ３店舗 三重県 ４店舗 滋賀県 ９店舗
岐阜県 １店舗 福井県 １店舗 石川県 ２店舗
愛知県 ３店舗 富山県 ２店舗 静岡県 10店舗
長野県 ４店舗 山梨県 １店舗 埼玉県 ３店舗
栃木県 ２店舗 千葉県 ４店舗 茨城県 ４店舗
宮城県 １店舗 (合計 361店舗)

2024年05月22日 18時03分 $FOLDER; 16ページ （Tess 1.50(64) 20240402_01）



招
集
ご
通
知

株
主
総
会
参
考
書
類

事
業
報
告

計
算
書
類

監
査
報
告
書

― 16 ―

(9) 従業員の状況

従 業 員 数 前期末比増減 平均年齢 平均勤続年数

1,324名 -42名 40.2才 18.1年
（注）上記の他、パート・アルバイト（高齢者従業員を含む）の年間の平均人数は5,194人（１日８時間換算）であります。

(10) 主要な借入先
(単位：百万円)

借 入 先 借 入 額

㈱ 西 日 本 シ テ ィ 銀 行 11,750

㈱ 福 岡 銀 行 6,070
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2. 会社の株式に関する事項
(1) 発行可能株式総数 101,504,000株

(2) 発行済株式の総数 29,784,400株（うち自己株式3,007,890株）

(3) 株主数 12,392名

(4) 大株主 （上位10名）

株 主 名 持 株 数 持株比率

株式会社深勝興産 7,759千株 28.98％
ＢＢＨ ＦＯＲ ＦＩＤＥＬＩＴＹ

ＬＯＷ-ＰＲＩＣＥＤ ＳＴＯＣＫ ＦＵＮＤ 1,839千株 6.87％

髙野 將光 893千株 3.34％

髙野 裕子 893千株 3.34％

深町 宏子 893千株 3.34％

石田 佳子 893千株 3.34％

永野 共世 893千株 3.34％

深町 圭司 825千株 3.09％

深町 正 754千株 2.82％

ナフコ従業員持株会 609千株 2.28％
（注）持株比率は、自己株式（3,007,890株）を控除して計算しております。

3. 会社の新株予約権等に関する事項
該当事項はありません。
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4. 会社役員に関する事項
(1) 取締役及び監査役の氏名等
氏 名 地位及び担当 重要な兼職の状況

石 田 卓 巳 代表取締役社長（Ｈ Ｉ 営 業 本 部 長） ㈱マツサキホームセンター代表取締役
石 田 佳 子 取 締 役 副 社 長（家 具 営 業 本 部 長 兼

家 具 商 品 部 長）
髙 野 將 光 取 締 役 副 社 長（Ｈ Ｉ 営 業 副 本 部 長）
深 町 圭 司 常 務 取 締 役（ＨＩ営業本部長補佐）
増 本 恒 二 取 締 役（経 営 企 画 部 長 兼

経 理 部 担 当）
髙 瀬 俊 雄 取 締 役（家 具 商 品 部 副 部 長）

馬 渕 祐 二 取 締 役
（ＨＩ事業推進部長兼
総 務 部 担 当 兼
店 舗 開 発 部 担 当）

末 松 保 幸 取 締 役（家 具 事 業 推 進 部 長）
小 野 哲 彦 取 締 役（家 具 商 品 部 副 部 長）
山 田 泰 弘 取 締 役（Ｈ Ｉ 商 品 部 長）
山 田 勲 取 締 役（家 具 商 品 部 副 部 長）
今 井 朋 晴 取 締 役（人 事 部 長）
北 川 大二郎 取 締 役（ＨＩ商品部次長兼副部長兼

業 務 部 担 当）

廣 瀬 隆 明 取 締 役

広瀬公認会計士事務所所長
北九州ベンチャーキャピタル㈱代表取締役
日創プロニティ㈱社外監査役
㈱TRUCK-ONE社外取締役（監査等委員）
㈱プラッツ社外取締役（監査等委員）

福 田 義 徳 取 締 役 福田義徳公認会計士事務所所長
公立大学法人北九州市立大学監事

小 林 浩 一 常 勤 監 査 役
藤 井 晋 監 査 役（非 常 勤） 藤井綜合法律事務所所長

小 島 智 也 監 査 役（非 常 勤）
税理士法人小島パートナーズ代表社員
小島公認会計士事務所代表
北九州監査法人代表社員

(注) 1.取締役廣瀬隆明、福田義徳の両氏は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
2.監査役藤井晋、小島智也の両氏は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。
3.取締役廣瀬隆明、福田義徳、監査役藤井晋、小島智也の4氏につきましては、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員とし
て届け出ております。

4.監査役藤井晋氏は、弁護士であり法務に関する相当程度の知見を有しております。また監査役小島智也氏は、公認会計士であ
り会計及び財務に関する相当程度の知見を有しております。
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(2) 取締役会の実効性評価
当社は、取締役会のさらなる実効性の確保及び機能向上を目的として、取締役会の実効性に関する評価を

実施いたしました。
各取締役・監査役が、取締役会に関する６つの項目（①役割・機能、②構成・規模、③運営、④監査機関

との連携、⑤社外取締役との関係、⑥株主・投資家との関係）に関するアンケート（無記名式）に回答を行
い、アンケート結果の集計・分析し取締役会に報告の上、自己評価を行いました。なお、アンケートの作
成、回答内容の集計、集計結果の分析・評価については、独立性及び客観性確保の観点から、外部機関を起
用しアドバイスを受け実施いたしました。
アンケートの結果、 当社取締役会は適切に運営されており、取締役会の議事運営（開催時期、頻度、時

間）、各監査機関との十分な連携、社外取締役の役割期待の発揮において強みが確認され、実効性は確保さ
れていることが確認されました。一方、中長期的視点での議論拡充等について課題が確認されており、今
後、 取締役会の適切な議題設定など中長期的視点での議論の拡充を図ることにより、改善に向けて取り組
みを行ってまいります。

(3) 責任限定契約の内容の概要
当社は、会社法第427条第１項に基づき、社外取締役及び社外監査役との間に、会社法第423条第１項の

賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく賠償責任の限度額は法令に定める額でありま
す。

(4) 役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、取締役、監査役を被保険者として、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険

（D&O保険）契約を締結しております。
保険料は特約部分も含めて会社が全額負担しており、被保険者の実質的な保険料負担はありません。当該

保険契約では、被保険者である役員等がその職務の執行に関し責任を負うこと、又は当該責任の追及に係る
請求を受けることによって生ずることのある損害について補填することとされています。
ただし、法令違反の行為であることを認識して行った行為に起因して生じた損害は補填されないなど、一

定の免責事由があります。
当該保険契約には免責額の定めを設けており、当該免責額までの損害については補填の対象としないこと

とされています。
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(5) 当事業年度に係る取締役及び監査役の報酬等
①取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項

当社は、取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針を定めており、その概要は以下の
通りであります。
当社は、2022年６月23日開催の定時株主総会決議により取締役の報酬額(使用人部分は含まず）年額

400百万円以内(決議時の員数は15名）と決議しております。
1）固定報酬につきましては、取締役会の決議により授権を受けた代表取締役社長が、職責及び業務執行
状況等を勘案し決定しております。
2）役員賞与につきましては、株主総会の決議により決定した金額に対し、取締役会の決議により授権を
受けた代表取締役社長が、職責及び業務執行状況等を勘案し決定しております。但し、社外取締役につ
いては、職責による評価は行っておりません。
3)退職慰労金につきましては、社内規程の範囲内で支給することを株主総会で決議し、取締役会の決議に
より授権を受けた代表取締役社長が決定しております。
4)当社は、現在業績連動型報酬制度及び非金銭報酬制度を導入しておりません。

また、決定方針の決定方法は、取締役会にて決議しております。
取締役の個人別の報酬等の内容の決定にあたっては上記決定方針に従って決定しておりますので、取締役
会はその内容が当該方針に沿うものであると判断しております。

②取締役及び監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
取締役の報酬等に関する限度額の決定は、2022年６月23日開催の定時株主総会決議により取締役の報

酬額（使用人部分は含まず）は年額400百万円以内（うち社外取締役分30百万円以内）と承認決議されて
おります。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は15名（うち社外取締役は２名）です。監査役の報
酬額は年額30百万円以内と承認決議されております。当該定時株主総会終結時点の監査役の員数は３名で
す。

③取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項
当社においては、取締役会の委任決議に基づき代表取締役社長（ＨＩ営業本部長）石田卓巳が取締役の

個人別の報酬等の具体的内容を決定しております。その権限の内容は、取締役の個人別の報酬等について
の決定の全部であります。これらの権限を委任した理由は、当社を取り巻く環境や経営状況を最も把握し
ている為であり、代表取締役社長（ＨＩ営業本部長）石田卓巳に取締役の個人別の報酬等の内容について
の決定の全部を委任し、取締役会はその内容が決定方針に沿うものであると判断しております。
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④取締役及び監査役の報酬等の総額等

役員区分 報酬等の総額
（百万円）

報酬等の種類別の総額（百万円） 対象となる
役員の員数
（名）固定報酬 業績連動報酬 賞与 退職慰労金

取締役
（うち社外取締役）

251
（５)

140
（４)

-
（-)

53
（０)

57
（-)

15
（２)

監査役
（うち社外監査役）

16
（５)

14
（４)

-
（-)

０
（０)

０
（-)

3
（２)

(注) 1.取締役の支給額については、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2.支給額には、当事業年度に係る役員賞与引当金繰入額31百万円及び当事業年度に係る役員退職慰労引当金の繰入額58百万円を
含んでおります。
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(6) 社外役員に関する事項
重要な兼職先と当社との関係及び当事業年度における主な活動状況

社外取締役 廣瀬隆明氏
同氏は、公認会計士としての高い見識とコーポレート・ガバナンスに関する知見を有していること、

及び独立性を有することにより株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。な
お、同氏は、広瀬公認会計士事務所の所長をしており、また北九州ベンチャーキャピタル株式会社代表
取締役、日創プロニティ株式会社社外監査役、株式会社TRUCK-ONE社外取締役（監査等委員）、株式
会社プラッツ社外取締役（監査等委員）を兼務しておりますが、同事務所並びに同法人と当社との利害
関係はありません。なお、当社の会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人の出身者ですが、直接利
害関係を有するものではありません。当事業年度における主な活動としては、当事業年度開催の取締役
会には12回中12回に出席し、審議に関して必要な発言を適宜行いました。
また、社外取締役が果たすことが期待される役割に関して行った職務の概要としては、当期中に開催

された全ての取締役会に出席し、議案に関し積極的に意見・提言を行っております。特に、公認会計士
として財務・税務等の専門的見地から助言をいただくとともに経営の透明性確保と経営への監督機能を
高める為積極的に職務に取り組み適切に遂行いただいております。

社外取締役 福田義徳氏
同氏は、公認会計士であり、長年の会計監査・税務業務を含めた幅広い会計知識と豊富な実務経験が

あり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有していることにより選任しており、株式会社東京証券
取引所に対し、独立役員として届け出ております。重要な兼職の状況として福田義徳公認会計士事務所
の所長をしており、また公立大学法人北九州市立大学監事を兼務しておりますが、同事務所並びに同法
人と当社との利害関係はありません。なお、当社の会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人の出身
者ですが、直接利害関係を有するものではありません。
当事業年度における主な活動としては、当事業年度開催の取締役会には12回中12回に出席し、審議

に関して必要な発言を適宜行いました。
また、社外取締役が果たすことが期待される役割に関して行った職務の概要としては、当期中に開催

された全ての取締役会に出席し、議案に関し積極的に意見・提言を行っております。特に、公認会計士
として財務・税務等の専門的見地から助言をいただくとともに経営の透明性確保と経営への監督機能を
高める為積極的に職務に取り組み適切に遂行いただいております。
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社外監査役 藤井晋氏
同氏は、弁護士としての専門知識・経験を活かしてコンプライアンス経営の推進、取締役会・監査役

会の意思決定の妥当性・適正性を確保する為の助言・提言を期待し選任しており、株式会社東京証券取
引所に対し、独立役員として届け出ております。重要な兼職の状況として藤井綜合法律事務所の所長を
しておりますが、同事務所と当社との利害関係はありません。
内部監査室、他の監査役、会計監査人と業務等や監査の情報を共有しており、また、内部監査室を中

心とした内部統制部門とは、業務や法令対応の適正性を徹底する為に情報を共有し相互連携を重視して
おります。当事業年度における主な活動としては、当事業年度開催の取締役会には12回中12回に出席
し、審議に関して必要な発言を適宜行いました。また、当事業年度開催の監査役会には14回中14回に
出席し、監査結果について意見交換、監査に関する重要事項等の協議などを行っております。

社外監査役 小島智也氏
同氏は、公認会計士として、長年の会計監査・税務業務を含めた幅広い会計知識と豊富な実務経験に

基づき、独立かつ中立の立場から客観的に監査意見を表明していただけると期待することにより社外監
査役に選任しており、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。重要な兼職
の状況として税理士法人小島パートナーズの代表社員、小島公認会計士事務所代表をしており、また北
九州監査法人代表社員を兼務しておりますが、同事務所並びに同法人と当社との利害関係はありませ
ん。
内部監査室、他の監査役、会計監査人と業務等や監査の情報を共有しており、また、内部監査室を中

心とした内部統制部門とは、業務や法令対応の適正性を徹底する為に情報を共有し相互連携を重視して
おります。当事業年度における主な活動としては、当事業年度開催の取締役会には12回中11回に出席
し、審議に関して必要な発言を適宜行いました。また、当事業年度開催の監査役会には14回中14回に
出席し、監査結果について意見交換、監査に関する重要事項等の協議などを行っております。
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5. 会計監査人に関する事項
(1) 会計監査人の名称及び当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額
① 名称 EY新日本有限責任監査法人
② 報酬等の額

支払額
当事業年度に係る報酬等の額 31百万円
当社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額 31百万円

(注) 1.会計監査人の報酬等について監査役会が同意した理由として、監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に
関する実務指針」を踏まえ、会計監査人の監査計画の内容、従前の事業年度における監査の職務状況、報酬見積りの算出根拠等
を検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第１項の同意を行っております。

2.当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の監査報酬の額を区分してお
らず、実質的にも区分できない為、上記の金額にはこれらの合計額を記載しております。

(2) 非監査業務の内容
当社は、EY新日本有限責任監査法人に対し、公認会計士法第２条第１項の業務以外の業務（非監査業務）

を委託しておりません。

(3) 会計監査人の解任又は不再任の決定の方針
監査役会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当すると認められる場合には、監

査役全員の同意に基づき監査役会が、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役
は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたしま
す。
また、監査役会は、当社都合の場合の他、当該会計監査人が会社法・公認会計士法等の法令に違反・抵触

した場合及び公序良俗に反する行為があったと判断した場合には、株主総会に提出する会計監査人の解任又
は不再任に関する議案の内容を決定いたします。また取締役会は、監査役会の当該決定に基づき、会計監査
人の解任又は不再任にかかる議案を株主総会に提案いたします。
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6. 業務の適正を確保する為の体制
当社においては以下の基本方針に従い、内部統制システムの継続的な整理・運用を行うものとしておりま

す。
(1) 取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保する為の体制

取締役会、監査役会、会計監査人による管理体制をとる。取締役会は、取締役会規程に従い、法令に定め
られた事項、定款に定められた事項、重要な業務に関する事項の決議を行い、各部署からの報告を受ける。
監査役会は、取締役からの報告、監査役が出席した会議内容などから取締役及び取締役会の業務執行を監視
する。
当社では、反社会的勢力排除に向け、「反社会的勢力対応規程」や「企業倫理規程」を策定しており、市

民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力及び団体に対しては、弁護士や警察官等とともに連携し
て、毅然とした姿勢で組織的に対応する。

(2) 取締役の職務執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役の職務の執行に係る情報・文書の取扱いは、当社社内規程である文書管理規程に従い適切に保存及

び管理の運用を実施し、必要に応じて運用状況の検証、規程の見直し等を行う。

(3) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
① 当社は、代表取締役社長に直属する部署として内部監査室を設置する。
② 内部監査室は、業務監査実施項目及び実施方法を検証し、必要があれば監査方法の改訂を行う。
③ 内部監査室は、その監査により法令・定款違反その他の事由に基づき損失の危険のある業務執行行為が

発見された場合には、発見された危険の内容及びそれがもたらす損失の程度等について直ちに担当部署
に通報する体制を構築する。

④ 内部監査室は、その活動を円滑にする為にリスク管理規程、関連する個別規程などの整備を各部署に求
め、また内部監査室の存在意義を全使用人に周知徹底し、損失の危機を発見した場合には、直ちに内部
監査室に報告するよう指導する。

⑤ コンプライアンス・リスク管理委員会は、コンプライアンス委員会規程、リスク管理規程の整備、運用
状況の確認を行うとともに使用人に対する研修等を企画実行する。

(4) 取締役の職務執行が効率的に行われることを確保する為の体制
① 当社は、取締役会規程により定められている事項及びその付議基準に該当する事項については、全て取

締役会に付議する。
② 職務権限規程、業務分掌規程及び稟議規程等に基づき権限の委譲が行われ、責任者が業務を遂行するこ

ととする。
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(5) 使用人の職務執行が法令及び定款に適合することを確保する為の体制
① 全使用人に法令・定款の遵守を徹底する為、コンプライアンス・リスク管理委員会を設置し、公益通報

者保護規程に基づき、法令・定款等に違反する行為を発見した場合の報告体制を構築する。
② 万一コンプライアンスに関連する事態が発生した場合には、その内容・対処案が取締役会、監査役会に

報告される体制を構築する。

(6) 当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保する為の体制
① 子会社に関する業務については、関係会社管理規程に基づき経理部長が管理担当を行うものとする。
② 内部監査室は、子会社に対し、業務の適正を確保する為内部監査体制の確保を図り原則として毎期監査

を行うものとする。
③ 内部監査室は、子会社に損失の危険が発生し、内部監査室がこれを把握した場合は、直ちに発見された

損失の危険の内容、発生する損失の程度及び当社に対する影響等について、当社の取締役会及び担当部
署に報告する体制を構築する。

(7) 監査役の職務を補助すべき使用人を置くことに関する事項
① 当社は、監査役から求めがあった場合、その職務を補助する監査役直属かつ専任のスタッフを置く。
② 前項の具体的な内容については、監査役の意見を聴取し、人事担当取締役等の意見も十分に考慮して決

定する。

(8) 監査役の職務を補助すべき使用人の取締役からの独立性に関する事項
当社は、監査役の職務を補助すべき使用人の任命・異動等については、監査役会と協議を行う。

(9) 監査役の職務を補助すべき使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
当社は、監査役の職務を補助すべき使用人を置いた場合は、当該使用人への指揮命令権は各監査役に属す

るものとする。

(10) 取締役及び使用人が監査役に報告する為の体制その他監査役への報告に関する体制
取締役及び使用人は、各監査役の要請に応じて必要な報告及び情報提供を行うこととする。
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(11) 監査役への報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保する体制
公益通報者保護規程により、当該報告をした者が不利な取扱いを受けないことを確保する体制を構築す

る。

(12) 監査役の職務の執行について生じる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費
用又は債務の処理に係る方針に関する事項
監査役がその職務の執行について必要と認められる費用又は債務の処理を当社に請求したときは、当社は

速やかに当該費用を支払い、又は債務を処理する。

(13) その他監査役の監査が実効的に行われることを確保する為の体制
監査役の監査に際して、取締役及び監査対象部署の使用人は、資料の開示等情報提供に協力する。

7. 業務の適正を確保する為の体制の運用状況の概要
当事業年度における、業務の適正を確保する為の体制の運用状況の概要は以下の通りです。

① 内部統制システム
当社及び子会社の内部統制システム全般の整備・運用状況をモニタリングし、必要に応じて改善を行って

おります。
② コンプライアンス
取締役、監査役、顧問弁護士等によるコンプライアンス・リスク管理委員会を３ヶ月に１度開催し、法令

遵守、リスク管理の周知徹底に取り組んでおります。当事業年度における運用状況は以下の通りです。
「営業機密や顧客情報などの情報セキュリティ対策」「コンプライアンス・リスク管理の基本」「実例から学
ぶ企業不祥事の原因と予防策」「インサイダー取引規制」「人材価値の変化とハラスメントリスク」
③ リスク管理
公益通報者保護規定により相談・通報体制を設けており、当社及び子会社の全使用人に通知することで、

リスク管理の実効性向上に努めております。
④ 内部監査
内部監査室が作成した年間の内部監査計画に基づき、当社及び子会社の内部監査を実施しております。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
(注) 本事業報告中の記載金額・株数は、表示単位未満を切り捨てて表示しております。
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貸 借 対 照 表
(2024年３月31日現在) (単位：百万円)

資 産 の 部
科 目 金 額

流 動 資 産
現 金 及 び 預 金
売 掛 金
商 品
貯 蔵 品
前 払 費 用
未 収 入 金
前 渡 金
そ の 他
貸 倒 引 当 金

固 定 資 産
有 形 固 定 資 産
建 物
構 築 物
車 両 運 搬 具
工 具、 器 具 及 び 備 品
土 地
リ ー ス 資 産
建 設 仮 勘 定
無 形 固 定 資 産
借 地 権
ソ フ ト ウ ェ ア
電 話 加 入 権
リ ー ス 資 産
そ の 他
投 資 そ の 他 の 資 産
投 資 有 価 証 券
関 係 会 社 株 式
出 資 金
長 期 前 払 費 用
繰 延 税 金 資 産
敷 金 及 び 保 証 金
保 険 積 立 金
建 設 協 力 金
そ の 他
貸 倒 引 当 金

99,574
32,997
4,513

60,562
10

965
78
23

425
△3

132,672
119,210
60,537
3,488

0
534

49,171
4,465
1,013
3,210
2,607
111
47

385
59

10,251
380
21
0

223
3,439
6,181

8
5
1

△10
資 産 合 計 232,246

負 債 の 部
科 目 金 額

流 動 負 債 58,445
支 払 手 形 13,177
買 掛 金 11,270
短 期 借 入 金 18,820
1 年 内 返 済 予 定 の
長 期 借 入 金 8
リ ー ス 債 務 1,472
未 払 金 4,322
未 払 法 人 税 等 362
未 払 事 業 所 税 244
未 払 消 費 税 等 840
預 り 金 310
予 約 預 り 金 943
賞 与 引 当 金 955
役 員 賞 与 引 当 金 31
設 備 関 係 支 払 手 形 2,462
契 約 負 債 3,069
前 受 金 94
資 産 除 去 債 務 3
そ の 他 56

固 定 負 債 14,439
リ ー ス 債 務 3,769
退 職 給 付 引 当 金 3,014
役 員 退 職 慰 労 引 当 金 744
資 産 除 去 債 務 6,538
そ の 他 372

負 債 合 計 72,885
純 資 産 の 部

株 主 資 本 159,198
資 本 金 3,538
資 本 剰 余 金 4,223
資 本 準 備 金 4,223

利 益 剰 余 金 157,788
利 益 準 備 金 37
そ の 他 利 益 剰 余 金 157,751
固 定 資 産 圧 縮 積 立 金 615
固定資産圧縮特別勘定積立金 47
別 途 積 立 金 145,000
繰 越 利 益 剰 余 金 12,087

自 己 株 式 △6,351
評 価 ･ 換 算 差 額 等 162

その他有価証券評価差額金 162
純 資 産 合 計 159,361
負 債 ・ 純 資 産 合 計 232,246
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損 益 計 算 書

(自 2023年４月１日)至 2024年３月31日
（単位：百万円）

科 目 金 額
売 上 高 192,116
売 上 原 価 127,062

売 上 総 利 益 65,053
営 業 収 入 331

営 業 総 利 益 65,384
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 60,220

営 業 利 益 5,164
営 業 外 収 益

受 取 利 息 0
受 取 配 当 金 14
受 取 賃 貸 料 527
受 取 手 数 料 99
受 取 保 険 金 77
そ の 他 139 858

営 業 外 費 用
支 払 利 息 125
賃 貸 収 入 原 価 213
災 害 に よ る 損 失 90
そ の 他 40 470
経 常 利 益 5,552

特 別 利 益
固 定 資 産 売 却 益 180 180

特 別 損 失
固 定 資 産 除 却 損 273
減 損 損 失 535 808
税 引 前 当 期 純 利 益 4,924
法 人 税、 住 民 税 及 び 事 業 税 1,781
法 人 税 等 調 整 額 35 1,816
当 期 純 利 益 3,107
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株主資本等変動計算書

(自 2023年４月１日)至 2024年３月31日
(単位：百万円)

項目
株 主 資 本

資本金
資 本 剰 余 金 利益剰余金

資本準備金 資本剰余金合計 利益準備金
当 期 首 残 高 3,538 4,223 4,223 37
当 期 変 動 額
固定資産圧縮積立金の積立
固定資産圧縮積立金の取崩
固定資産圧縮特別勘定積立金の積立
別 途 積 立 金 の 積 立
剰 余 金 の 配 当
当 期 純 利 益
自 己 株 式 の 取 得
株 主 資 本 以 外 の 項 目 の
当 期 変 動 額 ( 純 額 )

当 期 変 動 額 合 計 - - - -
当 期 末 残 高 3,538 4,223 4,223 37

(単位：百万円)

項目

株 主 資 本
利 益 剰 余 金

その他利益剰余金
利益剰余金

合計固定資産
圧縮積立金

固定資産
圧縮特別
勘定積立金

別途積立金 繰越利益
剰余金

当 期 首 残 高 605 - 142,000 13,665 156,308
当 期 変 動 額
固定資産圧縮積立金の積立 15 △15 -
固定資産圧縮積立金の取崩 △4 4 -
固定資産圧縮特別勘定積立金の積立 47 △47 -
別 途 積 立 金 の 積 立 3,000 △3,000 -
剰 余 金 の 配 当 △1,628 △1,628
当 期 純 利 益 3,107 3,107
自 己 株 式 の 取 得
株 主 資 本 以 外 の 項 目 の
当 期 変 動 額 ( 純 額 )

当 期 変 動 額 合 計 10 47 3,000 △1,577 1,479
当 期 末 残 高 615 47 145,000 12,087 157,788
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(単位：百万円)

項目

株主資本 評価・換算差額等

純資産合計
自己株式 株主資本合計

その他
有価証券
評価差額金

評価・換算
差額等合計

当 期 首 残 高 △2,351 161,718 94 94 161,813
当 期 変 動 額
固定資産圧縮積立金の積立 - -
固 定資産圧縮積立金の取崩 - -
固定資産圧縮特別勘定積立金の積立 - -
別 途 積 立 金 の 積 立 - -
剰 余 金 の 配 当 △1,628 △1,628
当 期 純 利 益 3,107 3,107
自 己 株 式 の 取 得 △4,000 △4,000 △4,000
株 主 資 本 以 外 の 項 目 の
当 期 変 動 額 ( 純 額 ) 67 67 67

当 期 変 動 額 合 計 △4,000 △2,520 67 67 △2,452
当 期 末 残 高 △6,351 159,198 162 162 159,361
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個 別 注 記 表

〔重要な会計方針に係る事項に関する注記〕
1. 有価証券の評価基準及び評価方法
(1) 子会社株式 …………… 移動平均法による原価法
(2) その他有価証券

市場価格のない株式等以外のもの…… 時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は
移動平均法により算定）

市場価格のない株式等 …………………移動平均法による原価法

2. 棚卸資産の評価基準及び評価方法
(1) 商品 売価還元法による原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）

ただし、北九州物流センターにおける商品については、移動平均法による原価法（収益性の低下
による簿価切下げの方法）によっております。

(2) 貯蔵品 最終仕入原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）

3. 固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産 ………… 定率法によっております。

(リース資産を除く） ただし、1998年４月１日以降に取得した建物 (附属設備は除く）並びに2016年
４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法によってお
ります。なお、主な耐用年数は次の通りであります。
建物 15〜34年
構築物 10〜30年
工具、器具及び備品 5〜 8年

(2) 無形固定資産 ………… 定額法によっております。
(リース資産を除く） なお、耐用年数については、法人税法に規定する方法と同一の基準によっており

ます。ただし、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間
（５年）に基づく定額法によっております。

(3) リース資産 …………… 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法を採用しております。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
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(4) 長期前払費用 ………… 定額法によっております。
なお、償却期間については法人税法に規定する方法と同一の基準によっておりま
す。

4. 引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金 …………… 債権の貸倒れによる損失に備える為、一般債権については貸倒実績率により、貸

倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額
を計上しております。

(2) 賞与引当金 …………… 従業員に対して支給する賞与の支出に充てる為、支給見込額に基づき、計上して
おります。

(3) 役員賞与引当金 ……… 役員に対して支給する賞与の支出に充てる為、支給見込額に基づき、当事業年度
に見合う分を計上しております。

(4) 退職給付引当金 ……… 従業員の退職給付に備える為、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産
の見込額に基づき、当事業年度末において発生していると認められる額を計上し
ております。
過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（３
年）による定額法により損益処理しております。
数理計算上の差異については、各期の発生時における従業員の平均残存勤務期間
以内の一定の年数 (３年）による按分額を発生の翌期から損益処理しております。

(5) 役員退職慰労引当金 … 役員の退職慰労金の支出に備えるため、役員退職慰労金内規に基づき、期末要支
給額を計上しております。

5. 重要な収益及び費用の計上基準
顧客との契約から生じる収益に関する主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点（収益

を認識する通常の時点）は以下の通りであります。
当社は、「資材・DIY・園芸用品」、「生活用品」、「家具・ホームファッション用品」等の商品販売を主たる

事業としており、商品の引渡時点において総額で収益を計上しております。なお、消化仕入等当社が代理人
に該当すると判断したものについては、顧客から受け取る対価の総額から仕入先に対する支払額を差し引い
た純額で収益を計上しております。
また、当社は、会員顧客向けのポイント制度を採用しており、商品の購入に応じて付与するポイントは、

将来当社における商品購入時に利用することができます。付与したポイントを履行義務として識別し、契約
負債に計上しております。取引価格は、ポイントの利用及び失効見込み分を考慮した上で、独立販売価格の
比率に基づいて各履行義務に配分しております。ポイントの履行義務に配分された取引価格は貸借対照表上
「契約負債」として計上し、ポイントの利用及び失効に従い収益を認識しております。

なお、取引の対価は、履行義務を充足してから短期の内に受領し、重要な金融要素は含んでおりません。

2024年05月22日 18時03分 $FOLDER; 34ページ （Tess 1.50(64) 20240402_01）



招
集
ご
通
知

株
主
総
会
参
考
書
類

事
業
報
告

計
算
書
類

監
査
報
告
書

― 34 ―

〔収益認識に関する注記〕
1. 顧客との契約から生じる収益を分解した情報

（単位：百万円）
報告セグメント

合計資材・DIY
・園芸用品 生活用品

家具・ホーム
ファッション

用品

その他
(注)

一時点で移転される財 87,688 49,599 36,502 18,325 192,116

一定の期間にわたり移転される財 - - - - -

顧客との契約から生じる収益 87,688 49,599 36,502 18,325 192,116

その他の収益 - - - - -

外部顧客への売上高 87,688 49,599 36,502 18,325 192,116

営業収入 - 55 204 71 331
（注）「その他」は報告セグメントに含まれない商品区分セグメントであり、内容につきましては、「カー用

品、乗り物、ペット用品、灯油他」であります。

2. 収益を理解する為の基礎となる情報
重要な会計方針に係る事項に関する注記「5.重要な収益及び費用の計上基準」に記載の通りであります。
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3. 当事業年度及び翌事業年度以降の収益の金額を理解する為の情報

（１）契約資産及び契約負債の残高等
（単位：百万円）

当事業年度期首 当事業年度末

（2023年4月1日） （2024年3月31日）

顧客との契約から生じた債権 4,446 4,513

契約資産 - -

契約負債

・契約負債 3,264 3,069

・予約預り金 1,074 943

・前受金 106 94

（注1）契約負債は、顧客に付与したポイントの未行使分に関連するものであります。
（注2）前受金は、顧客から預かった電子マネーの未使用分であります。

当事業年度に認識された収益の額のうち期首現在の契約負債残高に含まれていた額は、契約負債1,452百
万円、予約預り金1,074百万円、前受金106百万円であります。

（２）残存履行義務に配分した取引価格
未充足（又は部分的に未充足）の履行義務に配分した取引価格の総額は、当事業年度期首4,445百万円、

当事業年度末4,107百万円であります。
将来顧客が行使することが見込まれるポイントに係る残存履行義務に配分した取引価格については、今後

概ね10年以内、予約預り金・前受金については、概ね1年以内の期間に亘って収益を認識します。
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〔会計上の見積りの開示に関する注記〕
固定資産の減損

(1) 当事業年度の計算書類に計上した金額
当事業年度の損益計算書において、減損損失を535百万円計上しています。

(2) 会計上の見積りの内容に関する理解に資する情報
①算出方法
当社は、店舗については店舗ごと、遊休資産については資産ごと、賃貸資産については賃貸資産ごとに

グルーピングしています。
店舗に帰属する有形固定資産及び無形固定資産115,489百万円を計上していますが、このうち営業活動

から生じる損益等が継続してマイナスの店舗及び土地の時価が著しく下落した店舗を減損の兆候がある店
舗として識別しており、識別された店舗ごとに減損損失の認識の判定を実施しています。
特に見積りの不確実性の影響を受けやすい営業活動から生じる損益等が継続してマイナスの店舗の減損

損失の認識の判定においては、店舗ごとに見積もった割引前将来キャッシュ・フローの合計額と帳簿価額
を比較し、割引前将来キャッシュ・フローの合計額が帳簿価額を上回っている店舗の有形固定資産及び無
形固定資産22,682百万円については減損損失を認識していません。
②主要な仮定
割引前将来キャッシュ・フローの算定に用いた主要な仮定は、売上高成長率、売上総利益率及び売上高

販売費及び一般管理費率並びに不動産評価額です。
③翌事業年度の計算書類に与える影響
割引前将来キャッシュ・フローの算定に用いた主要な仮定については、見積りの不確実性が高く、ホー

ムセンター業界の再編等による競争環境の変化などの影響を受ける可能性があります。今後の経営環境に
おきましては、消費動向の見通しが依然として不透明なことから、さらに厳しい状況が続くものと予想さ
れます。その為、主要な仮定の前提となる状況の変化等により、翌事業年度の計算書類において減損損失
が発生する可能性があります。
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〔貸借対照表に関する注記〕
1. 有形固定資産の減価償却累計額 117,493百万円

2. 関係会社に対する金銭債権 1百万円

3. 関係会社に対する金銭債務 1百万円

4. 期末日満期手形の会計処理
期末日満期手形の会計処理については、満期日に決済が行われたものとして処理しております。なお、当

事業年度末日が金融機関の休日であった為、次の期末日満期手形を満期日に決済が行われたものとして処理
しております。

支払手形 5,393百万円
設備関係支払手形 447百万円

5. 担保に供している資産
土 地 11,334百万円
建 物 2,374百万円
合 計 13,709百万円

上記資産は、短期借入金17,820百万円の担保に供しております。

〔損益計算書に関する注記〕
関係会社との取引高

売 上 高 12百万円
仕 入 高 19百万円
営業取引以外の取引高 6百万円
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〔株主資本等変動計算書に関する注記〕
1. 当事業年度末日における発行済株式の数

普通株式 29,784,400株

2．自己株式に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当事業年度末

普通株式（株） 1,221,812 1,786,078 - 3,007,890

（変動事由の概要）
増加数の内訳は、次の通りであります。
自己株式の取得による増加1,786,000株及び単元未満株式の買取による増加78株

3. 配当に関する事項
① 配当金の支払

決議 株式の
種類

配当金の
総額

(百万円)
１株当たり
配当額 基準日 効力発生日

2023年６月22日
定時株主総会 普通株式 799 28円00銭 2023年

３月31日
2023年
６月23日

2023年10月27日
取締役会 普通株式 828 29円00銭 2023年

９月30日
2023年
12月１日

② 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当効力発生日が翌事業年度となるもの

決議 株式の
種類

配当の
原資

配当金の
総額

(百万円)
１株当たり
配当額 基準日 効力発生日

2024年６月27日
定時株主総会 普通株式 利益剰余金 776 29円00銭 2024年

３月31日
2024年
６月28日

4. 当事業年度末日において発行している新株予約権の目的となる株式の数
該当事項はありません。
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〔税効果会計に関する注記〕
繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

(繰延税金資産)
賞与引当金 290百万円
未払事業所税 74百万円
未払事業税 62百万円
契約負債 167百万円
退職給付引当金 916百万円
役員退職慰労引当金 226百万円
一括償却資産損金算入限度超過額 48百万円
減損損失累計額 1,121百万円
資産除去債務 1,988百万円
商品評価損 114百万円
その他 145百万円
繰延税金資産小計 5,156百万円
評価性引当額 △418百万円
繰延税金資産合計 4,737百万円

(繰延税金負債)
固定資産圧縮積立金 △289百万円
資産除去費用 △937百万円
その他有価証券差額 △70百万円
繰延税金負債合計 △1,298百万円
繰延税金資産の純額 3,439百万円
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〔リースにより使用する固定資産に関する注記〕
1. ファイナンス・リース取引（借主側）

所有権移転外ファイナンス・リース取引
① リース資産の内容
(ア) 有形固定資産

主として、店舗における陳列什器（工具、器具及び備品）であります。
(イ) 無形固定資産

主として、本社における管理用ソフトウェアであります。
② リース資産の減価償却の方法

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。

2. オペレーティング・リース取引（借主側）
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料

１年内 1,379百万円
１年超 4,205百万円
合計 5,585百万円
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〔金融商品に関する注記〕
1. 金融商品の状況に関する事項

当社は、資金運用については安全性の高い預金等で運用し、銀行等金融機関からの借入により資金を調達し
ております。
投資有価証券は主として株式であり、上場株式については四半期ごとに時価の把握を行っております。

2. 金融商品の時価等に関する事項
2024年３月31日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次の通りです。なお、市

場価格のない株式等に該当する非上場株式（貸借対照表計上額35百万円）は次表の「(1) 投資有価証券」には
含めておりません。

（単位：百万円)
貸借対照表計上額

（＊）
時価
（＊） 差額

(1) 投資有価証券
その他有価証券 345 345 -

(2) 長期借入金 (8) (8) △0

(＊) 負債に計上されているものについては、( )で表示しております。
現金及び預金については、現金であること、及び預金は短期間で決済される為時価が帳簿価額に近似する

ことから、記載を省略しております。また、「売掛金」「支払手形」「買掛金」「短期借入金(ただし、１年以内
返済予定の長期借入金を除く)」は、短期間で決済される為時価が帳簿価額に近似するものであることから、
記載を省略しています。

(注1) 有価証券に関する事項
投資有価証券
有価証券はその他有価証券として保有しており、これに関する貸借対照表計上額と取得原価との差額は以下
の通りであります。

（単位：百万円)
種類 取得原価 貸借対照表計上額 差額

貸借対照表計上額が取得原価を超える
もの 株式 111 345 233

貸借対照表計上額が取得原価を超えな
いもの 株式 - - -

合 計 111 345 233

(注2) 長期借入金の返済予定額
（単位：百万円）

１年以内 １年超
２年以内

２年超
３年以内

３年超
４年以内

４年超
５年以内 ５年超

長期借入金 8 - - - - -

合 計 8 - - - - -
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3. 金融商品の時価の適切な区分ごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに

分類しております。
レベル1の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の

算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
レベル2の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外の時価の算定に

係るインプットをもちいて算定した時価
レベル3の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属

するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。

(1) 時価で貸借対照表に計上している金融商品
（単位：百万円）

区分
時価

レベル１ レベル２ レベル３ 合計
投資有価証券
その他有価証券
株式 345 - - 345

(2) 時価で貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品
（単位：百万円）

区分
時価

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

長期借入金 - 8 - 8

(注) 時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
投資有価証券
上場株式は相場価格を用いて評価しています。上場株式は活発な市場で取引されている為、その時価をレベル

1の時価に分類しております。
長期借入金
長期借入金の時価は、元利金の合計額と、当該債務の残存期間及び信用リスクを加味した利率を基に、割引現

在価値法により算定し、レベル２の時価に分類しています。なお、1年以内に返済予定の長期借入金を含めた金
額を記載しております。
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〔関連当事者との取引に関する注記〕
該当事項はありません。

〔１株当たり情報に関する注記〕
1. １株当たり純資産額 5,951円52銭
2. １株当たり当期純利益 110円32銭
3. 潜在株式調整後１株当たり当期純利益は存在しない為記載しておりません。

〔重要な後発事象に関する注記〕
該当事項はありません。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
(注) 本計算書類中の記載金額は、表示単位未満を切り捨てて表示しております。
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会計監査人監査報告書
独立監査人の監査報告書

2024年５月22日
株式会社ナフコ
取締役会 御中

EY新日本有限責任監査法人

福岡事務所

指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 金 子 一 昭
指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 内 野 健 志

監査意見
当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、株式会社ナフコの2023年４月１日から2024年３月31日までの

第55期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書
（以下「計算書類等」という。）について監査を行った。

当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類等
に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法

人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規
定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基
礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。

また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視するこ
とにある。
当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対

して意見を表明するものではない。
計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と計算書

類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外
にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが

求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
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計算書類等に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を作成し適正に表示するこ

とにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断し
た内部統制を整備及び運用することが含まれる。
計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切であるかどうかを評価

し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には
当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

計算書類等の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかど

うかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に対する意見を表明することにある。虚偽表示
は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的
に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断

を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、
実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手す
る。

・ 計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に
際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する
注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企
業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の
前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要
な不確実性に関する計算書類等の注記事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求められ
ている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業
として存続できなくなる可能性がある。

・ 計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとと
もに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表
示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不

備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査

人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許
容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上
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監査役会監査報告書
監 査 報 告 書

当監査役会は、2023年４月１日から2024年３月31日までの第55期事業年度における取締役の職務の執行に関して、各監査役
が作成した監査報告書に基づき、審議の結果、監査役全員の一致した意見として本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたし
ます。
１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容

監査役会は、当期の監査方針、監査計画等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果について報告を受けるほか、取締
役、内部監査室及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。
各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、当期の監査方針、監査計画等に従い、取締役、内部監査室その他

の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、取締役会その他重要な会議に出席し、取締
役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び
主要な事業所において業務及び財産の状況を調査いたしました。また、事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及
び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社の業務の適正を確保するために必要なものとして会社法施行規則第
100条第１項及び第３項に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制（内部統制
システム）について、取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求
め、意見を表明いたしました。以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討いたしまし
た。
さらに、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人か

らその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行わ
れることを確保するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（企業会計審議会）
等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。以上の方法に基づき、当該事業年度に係る計算書類
（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書について検討いたしました。
２．監査の結果
(1) 事業報告等の監査結果
① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認めます。
② 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実は認められません。
③ 内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制システムに関する事業報告

の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められません。
(2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果

会計監査人EY新日本有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

2024年５月22日
株式会社ナフコ監査役会

常勤監査役 小 林 浩 一 ㊞
社外監査役 藤 井 晋 ㊞
社外監査役 小 島 智 也 ㊞

以 上
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